
2012年度後期の国際学会発表奨励賞の
公募について

2012年後期（10月から翌 3月）に開催される国
際学会での発表者を対象として下記の要領で標記賞
受賞候補者の募集を行いますので奮って応募（推薦）
して下さるようお願い申し上げます。なお，評議員
の先生方には推薦用紙が送付されます。

記
1 ．規定　以下のとおり
2 ．推薦要領　推薦用紙，評価の参考となる資料
（抄録・サーキュラー・学会プログラムなど）
8部を同封し，下記までご送付下さい。

3 ．送付先　〒112─0012 東京都文京区大塚 5─3─13
学会支援機構内
日本生物学的精神医学会事務局気付
理事長　武田雅俊

4 ．応募締切日　2012年 9月 28日（金）必着
以上

日本生物学的精神医学会
国際学会発表奨励賞規定

1 ．設置　日本生物学的精神医学会は規定により研
究奨励賞（国際学会発表制度）を設ける。

2 ．名称　名称は，日本生物学的精神医学会国際学
会発表奨励賞とする。

3 ．対象　原則として応募時年齢 35歳未満の会員
で，国際学会に参加し，将来性のある優れた研
究を発表する者に贈られる。対象となる学会お
よび発表される研究内容については選考委員会
が評価を行う。

4 ．表彰　研究奨励賞は賞状および副賞とし，副賞
は 15万円とする。

5 ．募集　募集は年 2回行う。前期は当該年度 4月
から 9月の間に，後期は当該年度 10月から 3月
の間に開催される国際学会に参加する者を対象
とする。

6 ．選考
1 ）研究奨励賞を選考するために本学会内に選
考委員会を設ける。

2 ）選考委員は理事・評議員より理事会で選出
する。委員長は委員の互選により決定する。
委員は 6名とし任期は 2年とする。再任は
妨げない。

3 ）選考対象者と同一講座（大学以外の機関は
これに準ずる部局）に所属する選考委員は，
その年度の選考には加わらないものとす
る。

4 ）選考委員会は受賞者を決定し，委員長は当
該者なしの場合も含めて理事長に報告す
る。委員長は年会の際に開催される理事会
に選考経緯および結果を，また評議員会に
選考結果を報告する。

付則
（1）本規約は1999年 4月 22日より施行する。
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